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令和４年度

北海道障がい者条例に関する

施策の推進状況
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ほっかいどうしょう しゃじょうれい とりくみ がいよう

北海道障がい者条例による取組の概要

さんこうしりょう

参考資料

しょう しゃ く ちいき すいしんほんぶ

Ⅰ 障がい者が暮らしやすい地域づくり推進本部
すいしんほんぶかいぎ かいさい

（1）推進本部会議の開催
ちじ ほんぶちょう そうごうてき けいかくてき しょう しゃ しさく すいしん はか

知事を本部長とし、総合的かつ計画的な障がい者施策の推進を図るため
きょうぎ おこな

の協議を行う。
ちょうさぶかい かいさい

（2）調査部会の開催
ちいき かだいとう がくしきけいけんしゃ ちょうさぶかい しんぎ かいけつ はか

地域の課題等について学識経験者からなる調査部会で、審議し解決を図
る。

しょう しゃ

３ 障がい者
しゅうろうしえん

の就労支援
しょう しゃじょうれい

（1）障がい者条例に
もと しゅうろうしえん

基づく就労支援
すいしんけいかく すいしん

推進計画の推進
きぎょうとう れんけい

（2）企業等と連携し
しゅうろうしえん とり

た就労支援の取
くみ すいしん

組の推進
しょうがいしゃしゅうろうしせつ

（3）障害者就労施設
とう かんこうじゅ

等への官公需の
はっちゅうそくしん

発注促進
しょう しゃじょうれい

（4）障がい者条例に
もと していほうじん

基づく指定法人
せいど すいしん

制度の推進
しょうがいしゃしゅうろうしせつ

（5）障害者就労施設
とう せいひん はんろ

等の製品の販路
かくだい

拡大

しょう しゃ

２ 障がい者が
く

暮らしやすい
ちいき

地域づくり

ちいき いいんかい

（1）地域づくり委員会
きょうぎ

の協議

ちいきしえんたいせい

（2）地域支援体制づく
すいしん

りの推進

けんりようご

１ 権利擁護
すいしん

の推進

ぎゃくたい さべつとう

（1）虐待や差別等
かいしょう

の解消

しょう しょう

（2）障がいや障がい
しゃ たい どうみん

者に対する道民
りかい そくしん

理解の促進
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Ⅱ

(1)

ほっかいどうしょう しゃじょうれい おも しさく はしら

Ⅲ「北海道障がい者条例」の主な施策（３つの柱）

じ
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う
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じょうれい りねん し

(1)条例の理念や施
さくないよう

策内容について、
ひろ どうみん しゅうち

広く道民に周知

みんかんきぎょう がっこうとう けんしゅうかい どうしょくいん じょうれいとう せつめい おこな

① 民間企業や学校等の研修会などにおいて、道職員が条例等の説明を行
でまえこうざとう じっし

う出前講座等を実施。
でまえこうざとう かい

○ 出前講座等 ４回
ほんちょうおよ しんこうきょく しちょうそんとう じょうれい しょうがいしゃさべつかいしょう

② 本庁及び振興局のほか、市町村等において、条例や障害者差別解消
ほう はったつしょう しょうかい ぱねるてん かいさい

法、発達障がいについて、わかりやすく紹介したパネル展を開催。
しょう かた けんりようご すいしん じょうれいお しょうがいしゃさべつかいしょうほう

③ 障がいのある方の権利擁護の推進のため、条例及び障害者差別解消法
かん ふぉーらむ ぜんどう かいじょう かいさい

に関するフォーラムを全道３会場において開催。
にし だてし れいわ ねん がつ にち さんかしゃ めい

・西いぶり（伊達市） 令和４年10月20日 参加者 100名
くしろし れいわ ねん がつ にち さんかしゃ めい

・釧路市 令和４年11月 5日 参加者 100名
さっぽろし れいわ ねん がつ にち さんかしゃ めい

・札幌市（※） 令和４年12月16日 参加者 174名
さっぽろし きょうどうしゅさい とうじつ もよう さっぽろし ゆーちゅーぶ ちゃんね

（※）札幌市との共同主催、当日の模様を札幌市YouTubeチャンネ
る じごはいしん しちょうしゃ めい

ルにて事後配信（視聴者 ３８４名）※R５.６.1１時点

ちじ ほんぶちょう すいしんほんぶかいぎ かいさい しさく すいしんじょうきょうおよ

知事を本部長とする推進本部会議を開催し、施策の推進状況及び
こんご とりくみほうしんとう きょうぎ

今後の取組方針等について協議。
かいさいがっぴ れいわ ねん がつ にち

○ 開催月日 令和４年5月３０日
おも ぎだい れいわ ねんどほっかいどうしょう しゃじょうれい かん しさく

主な議題 ・令和３年度北海道障がい者条例に関する施策
すいしんじょうきょう

の推進状況について
れいわ ねんどほっかいどうしょう しゃじょうれい とりくみほうしん

・令和４年度北海道障がい者条例の取組方針に
ついて

しょうがいしゃさべつかいしょうほう ねんかん あゆ いちぶかいせしほうし

・「障害者差別解消法～６年間の歩みと、一部改正法施
こうご む いけんこうかん

行後に向けて」（意見交換）

すいしんほんぶかいぎ

(1) 推進本部会議の
かいさい

開催

ほっかいどうしょう しゃじょうれい もと れいわ ねんど おも とりくみ

北海道障がい者条例に基づく令和４年度の主な取組
しょう しゃ く ちいき すいしんほんぶ

Ⅰ 障がい者が暮らしやすい地域づくり推進本部
こう もく

項 目
おも とりくみないよう

主な取組内容

じょうれい こうほう

Ⅱ 条例の広報
こう もく

項 目
おも とりくみないよう

主な取組内容
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けんいき せっち ちいき いいんかい もうしたてとう

① １４圏域に設置した地域づくり委員会において、申立等のあった
じあん きょうぎ

事案について協議。
ちいき いいんかい きょうぎもうしたてとう うけつけけんすう けん

○ 地域づくり委員会への協議申立等の受付件数 ３件
きょうぎもうしたてとうじあん れい

○ 協議申立等事案の例
にゅういんちゅう じゅうきょ こうえいじゅうたく おうぼ らくせん

入院中に住居がなくなり、公営住宅に応募したが落選。
じんけんようごいいんかいとう そうだん おこな らくせんりゆう つうち

人権擁護委員会等に相談を行い、落選理由が通知されたが、
しょうがいふくし さーびす ていきょう りゆう らくせん

障害福祉サービスが提供できないことなどを理由に落選したと
にんしき ぶんしょ しょう ていど こくえいじゅうたく にゅうきょ

認識するような文書であり、『障がいの程度で公営住宅の入居
こうえいじゅうたく しょう かた だれ にゅうきょ

ができなければ、公営住宅に障がいのある方が誰も入居できな
かん

いと感じた。』

ほっかいどうしょう しゃ けんりようご せんたー そうだ ほうこくとうたいおうじょうきょう

② 北海道障がい者権利擁護センターの相談・報告等対応状況
せんたー そうだん ほうこくけんすう けん

○ センターへの相談・報告件数 １０７件
ぎゃくたいそうだん けん

（うち虐待相談 ５３件）
ぎゃくたいそうだん ぎゃくたいしゃ ようごしゃ けん

○ 虐待相談の虐待者：養護者 ０件
うたが しせつじゅうじしゃ けん

（疑い） 施設従事者 ４３件
しようしゃ けん

使用者 ９件
しせつじゅうじしゃ しようしゃ けん

施設従事者・使用者 １件
けい けん

計 ５３件
ぎゃくたいそうだん しゅべつ るいけい しんたいてきぎゃくたい けん

○ 虐待相談の種別・類型： 身体的虐待 ２７件
ちょうふく せいてきぎゃくたい けん

（重複あり） 性的虐待 ６件
しんりてきぎゃくたい けん

心理的虐待 ２６件
ほうき ほうち けん

放棄・放任 ９件
けいざいてきぎゃくたい けん

経済的虐待 ５件
けい けん

計 ７３件

さんこう どうない しょうがいしゃぎゃくたいぼうしほう もと つうほうとうじょうきょう れいわ ねんど こうせいろうどうしょうちょうさ

※参考 道内における障害者虐待防止法に基づく通報等状況（令和３年度 厚生労働省調査）

ぎゃくたい さべつとう

(1) 虐待や差別等の
かいしょう

の解消

ほっかいどうしょう しゃじょうれい おも しさく

Ⅲ 「北海道障がい者条例」の主な施策
けんりようご すいしん

１ 権利擁護の推進
こう もく

項 目
おも とりくみないよう

主な取組内容

通報
つうほう

等
とう

４２２件
けん

１３６件
けん

１８件
けん

５７６件
けん

虐待認定件数
ぎゃくたいにんていけんすう

　４６件
けん

　２２件
けん

２９件
けん

　９７件
けん

被虐待者数
ひぎゃくたいしゃすう

　４６人
にん

　４２人
にん

４３人
にん

１３１人
にん

養護者
ようごしゃ

虐待
ぎゃくたい

施設従事者等虐待
しせつじゅうじしゃとうぎゃくたい 使用者

しようしゃ

虐待
ぎゃくたい

(北海道労働局の対応)
ほっかいどうろうどうきょく たいおう） 計

けい
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ぎゃくたい さべつ く かん そうだんまどぐち じょうれい しょうがいしゃぎゃくたい

① 虐待や差別、暮らしづらさに関する相談窓口や、条例、障害者虐待
ぼうしほう しょうがいしゃさべつかいしょうほうなど せつめい ぱんふれっと

防止法、障害者差別解消法等をわかりやすく説明したパンフレットを、
かくしゅ いべんと はいふ

各種イベントにおいて配布。

じょうれい ないよう かいせつ ぱねる しょう しゅべつ はいりょ せっ かた

② 条例の内容を解説したパネルや、障がい種別に配慮した接し方につ
えいぞうか ※ しちょうそん かんけいだんたい しょうがいしゃふくし

いてわかりやすく映像化したＤＶＤを市町村や関係団体、障害者福祉
しせつ みんかんきぎょうとう しょくいんむ けんしゅう じゅうみんむ ぎょうじとう かしだ

施設、民間企業等の職員向け研修や住民向け行事等に貸出し。
だんたい がくしゅうかい じゅぎょうとう

○ ５団体（学習会、授業等） ※でじたるう゛ぁーさたいるでぃすく

ほんちょうおよ かくしゅ いべんと いしそつうしえんじょうれい およ しゅわ

③ 本庁及び各種イベントにおいて、「意思疎通支援条例」 及び「手話
げんごじょうれい ふきゅうけいはつ はか ぱねる てん かいさい

言語条例」の普及啓発を図るため、パネル展を開催。

もう こ しょうちゅうがっこう しゅわこうざ かいさい こ む ぱ

④ 申し込みのあった小中学校において手話講座を開催、子ども向けのパ
んふれっと しょう ひと く かんが

ンフレット「障がいのある人の暮らしやすいまちづくりを考えよう」を
かくしゅ いべんと はいふ

各種イベントにおいて配布。

しょう しょう

(2)障がいや障がい
しゃ たい どうみんり

者に対する道民理
かい そくしん

解の促進

ちいき いいん

(1)地域づくり委員
かい きょうぎ

会の協議

ちいきしえんたいせい

(2) 地域支援体制づ
すいしん

くりの推進

けんいき せっち ちいき いいんかい もうしたてとう

① １４圏域に設置した地域づくり委員会において、申立等のあった
じあん ちいきかだい きょうぎ

事案や地域課題について協議。
ちいき いいんかい けんいきけい かい

○ 地域づくり委員会 １４圏域計 ２７回

かくそうごうしんこうきょく しんこうきょく ちいき こーでぃねーたー れんけい

① 各総合振興局・振興局と地域づくりコーディネーターが連携し、
がいどらいん かつよう しちょうそん そうだんしえんたいせい

地域づくりガイドラインを活用しながら、市町村の相談支援体制づ
とう とりくみ しえん

くり等の取組を支援。
こうしゃ ほっかいどう れんめい せっち ほっかいどうちょうかくしょう しゃじょうほう せ

② （公社）北海道ろうあ連盟が設置する北海道聴覚障がい者情報セ
んたー れいわがんねん がつ にちかいせつ うんえい しえん

ンター（令和元年８月１日開設）の運営を支援。

けんり ようご すいしん

１ 権利擁護の推進（つづき）
こう もく

項 目
おも とりくみないよう

主な取組内容

しょう しゃ く ちいき

２ 障がい者が暮らしやすい地域づくり
こう もく

項 目
おも とりくみないよう

主な取組内容
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しょう しゃじょうれい

(1)障がい者条例に
もと しゅうろうしえんすい

基づく就労支援推
しんけいかく すいしん

進計画の推進

きぎょうとう れんけい

(2) 企業等と連携し
しゅうろうしえん とりくみ

た就労支援の取組
すいしん

の推進

しょうがいしゃしゅうろうしせつ

(3)障害者就労施設
とう かんこうじゅ はっ

等への官公需の発
ちゅうそくしん

注促進

しょう しゃじょうれい

(4) 障がい者条例に
もと していほうじんせい

基づく指定法人制
ど すいしん

度の推進

しょうがいしゃしゅうろうしせつ

(5)障害者就労施設
とう せいひん はんろかく

等の製品の販路拡
だい

大

けいざいだんたい さんかく え ほっかいどうしょう しゃしゅうろうしえんすいしんいいん

① 経済団体などの参画も得て「北海道障がい者就労支援推進委員
かい かいさい だい きほっかいどうしょう ふくしけいかく もと かんけいきかん

会」を開催し、第６期北海道障がい福祉計画に基づき、関係機関
れんけい とりくみ すいしん

と連携しながら取組を推進。
ほっかいどうしょう しゃしゅうろうしえんすいしんいいんかい かい

○ 北海道障がい者就労支援推進委員会 ２回

しょう しゃしゅうろうしえんきぎょうにんしょうせいど とうろく すいしん

① 「障がい者就労支援企業認証制度」の登録を推進。
れいわ ねん がつ にちげんざい しゃ

○ 令和５年3月31日現在 ２１０社
しょう しゃ しゅうろう おうえん きぎょう しちょうそん とうろく せいど あくしょ

② 障がい者の就労を応援する企業や市町村を登録する制度（アクショ
ん ふきゅうけいはつ

ン）の普及推進。
れいわ ねん がつ にちげんざい きぎょう しちょうそん

○ 令和５年3月31日現在 ５９３企業、７７市町村

とくていずいいけいやくせいど かつよう どうおよ しちょうそんとう しょうがい

① 特定随意契約制度を活用するなどして、道及び市町村等による障害
しゃしゅうろうしせつとう ゆうせんてき はっちゅう そくしん

者就労施設等への優先的な発注を促進。
どう しょうがいしゃしゅうろうしせつとう ぶっぴんとう ちょうたつじっせき

○ 道の障害者就労施設等からの物品等の調達実績
れいわ ねんど けん せんえん

令和３年度 ３５９件 １１７，９２２千円

ほっかいどうしょう しゃしゅうろうしえん せんたー せんよう ほーむ

① 「北海道障がい者就労支援センター」において、専用のホーム
ぺーじ ないすはーとねっと ほっかいどう かつよう きぎょう しごと しょうがいしゃ

ページ（ナイスハートネット北海道）などを活用し、企業の仕事を障害者
しゅうろしせつとう きょうどうじゅちゅう せんもんかはけん しょうひんかいはつ ぎじゅつしどう

就労施設等につなぐ共同受注や専門家派遣による商品開発の技術指導
じっし

を実施。
きぎょう しょうがいしゃしゅうろうしせつとう しょうだんせいやくけんすう けん

○ 企業と障害者就労施設等の商談成約件数 １３４件

どう みんかんきぎょうとう ほうかつれんけいきょうてい もと おおがたしょうぎょうしせつ しょうがいしゃ

① 道と民間企業等との包括連携協定に基づき、大型商業施設で障害者
しゅうろうしせつとう せいひん はんばい こんびにえんすすとあちぇーん てん ぽいん

就労施設等の製品を販売、コンビニエンスストアチェーン店のポイン
と こうかん ぎふとかたろぐ しょうがいしゃしゅうろうしせつとう せいひん とりあつか

ト交換ギフトカタログで障害者就労施設等の製品を取扱い。
ありお さっぽろてんおよ いおん とまこまいてん

○ アリオ札幌店及びイオン苫小牧店
まいつき にちかんかいさい がつ にちかん いおん とまこまいてん がつ

毎月２日間開催（ １０月は３日間、イオン苫小牧店９月のみ
かいさい

開催）
せいこーまーとぎふとかたろぐ とりあつかい

○ セイコーマートギフトカタログでの取扱
ねんど かたろぐ じぎょうしょ あいてむ けいさい

２０２２年度カタログに２０事業所２７アイテムが掲載
のうふくれんけい まるしぇ かいさい しょうがいしゃしゅうろうしせつとう せいひん はんばい

② 農福連携マルシェの開催による障害者就労施設等の製品の販売。
ぜんどう とし かいじょう おんらいん かいさい

○ 全道５都市５会場のほか、オンラインで開催

しょう しゃ しゅうろうしえん

３ 障がい者の就労支援
こう もく

項 目
おも とりくみないよう

主な取組内容



件
けん

数
すう

5

1

2

1

1

空知
そらち

石狩
いしかり

後志
しりべし

胆振
いぶり

日高
ひだか

渡島
おしま

檜山
ひやま

上川
かみかわ

留萌
るもい

宗谷
そうや オホー

おほーつく

ツク
十勝
とかち

釧路
くしろ

根室
ねむろ

合計
ごうけい

2 1 3

1 1 2

3 1 1 5

視覚
しかく

障
しょう

が

い

聴覚
ちょうかく

障
しょう

が

い

肢体
したい

不自
ふじゆう

由

内部
ないぶ

障
しょう

が

い

その

他
た 不明

ふめい

計
けい

1 2 3

1 1 2 2

1 1 2 1 2 5

受付状況
うけつけじょうきょう

処理
しょり

の経過
けいか

※　前年
ぜんねん

からの継続
けいぞく

案件
あんけん

含
ふく

む

3

2

協議申立
きょうぎもうしたて

受付件数
うけつけけんすう　

 ※

事前調査中
じぜんちょうさちゅう

相談者
そうだんしゃ

への説明
せつめい

・助言
じょげん

による終了
しゅうりょう

相談継続中
そうだんけいぞくちゅう相談

そうだん

のみ

申立書受理
もうしたてしょじゅり

合
ごう

　　計
けい

３　障
しょう

がい種別
しゅべつ

別
べつ

受付状況
うけつけじょうきょう

申立書受理
もうしたてしょじゅり

相談
そうだん

のみ

合
ごう

　　計
けい

（単位
たんい

：件
けん

）

障
しょう

がい種別
しゅべつ

身体
しんたい

障
しょう

がい
知的
ちてき

障
しょう

が

い

精神
せいしん

障
しょう

が

い

発達
はったつ

障
しょう

が

い

その

他
た 不明

ふめい

合計
ごうけい

２　圏域
けんいき

別
べつ

受付状況
うけつけじょうきょう

（単位
たんい

：件
けん

）

圏域
けんいき

名
めい

申立書受理
もうしたてしょじゅり

相談
そうだん

のみ

令和
れいわ

４年度
ねんど

　地域
ちいき

づくり委員会
いいんかい

への協議申立
きょうぎもうしたて

等
とう

の受付状況
うけつけじょうきょう

１　協議申立
きょうぎもうした

等
とう

の受付状況
うけつけじょうきょう

と処理
しょり

の経過
けいか

（単位
たんい

：件
けん

）

内
ない

　容
よう

事情
じじょう

の変更
へんこう

により終結
しゅうけつ
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 （単位
たんい

：件
けん

）

2 1 3

身体
しんたい

障
しょう

がい

知的
ちてき

障
しょう

がい 1 1

精神
せいしん

障
しょう

がい 1 1 2

発達
はったつ

障
しょう

がい

不明
ふめい

・その他
た

2 2

身体
しんたい

障
しょう

がい 1 1

知的
ちてき

障
しょう

がい

精神
せいしん

障
しょう

がい

発達
はったつ

障
しょう

がい

不明
ふめい

・その他
た

1 1

2 1 2 5

身体
しんたい

障
しょう

がい 1 1

知的
ちてき

障
しょう

がい 1 1

精神
せいしん

障
しょう

がい 1 1 2

発達
はったつ

障
しょう

がい

不明
ふめい

・その他
た

1 1

相談
そうだん

のみ

医療
いりょう

合
ごう

　　計
けい

行政
ぎょうせい

交通
こうつう

教育
きょういく

申立書受理
もうしたてしょじゅり

４　申立
もうしたて

・相談分野別
そうだんぶんやべつ

受付状況
うけつけじょうきょう

分野
ぶんや

生活
せいかつ

制度
せいど

虐待
ぎゃくたい

就労
しゅうろう

合計
ごうけい
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振興局
しんこうきょく

開催
かいさい

回数
かいすう

石狩
いしかり

0

障
しょう

がい者
しゃ

が居住
きょじゅう

できる住宅
じゅうたく

及
およ

び障
しょう

がい者
しゃ

を支援
しえん

する社会
しゃかい

資源
しげん

が少
すく

ない問題
もんだい

について（地域課題
ちいきかだい

）

障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消
かいしょう

支援
しえん

地域
ちいき

協議会
きょうぎかい

について

胆振
いぶり

0

委員会
いいんかい

活動
かつどう

における現状
げんじょう

と課題
かだい

について

要約
ようやく

筆記
ひっき

の現状
げんじょう

と課題
かだい

について

委員会
いいんかい

への相談
そうだん

案件
あんけん

が少
すく

ない問題
もんだい

について

新
あら

たな地域課題
ちいきかだい

の設定
せってい

について

障
しょう

がい者
しゃ

への配慮
はいりょ

に係
かか

る実施事業
じっしじぎょう

について（上川
かみかわ

圏域
けんいき

づくり主催
しゅさい

のセミナー
せみなー

）

ヤングケアラー
やんぐけあらー

及
およ

び管内
かんない

のヤングケアラー
やんぐけあらー

に関
かん

する現状
げんじょう

について

（新型
しんがた

コロナウイルス
ころなういるす

感染症拡大防止
かんせんしょうかくだいぼうし

の観点
かんてん

等
とう

から開催
かいさい

を自粛
じしゅく

）

（新型
しんがた

コロナウイルス
ころなういるす

感染症
かんせんしょう

拡大
かくだい

防止
ぼうし

の観点
かんてん

等
とう

から開催
かいさい

を自粛
じしゅく

）

留萌
るもい

2

令和
れいわ

４年
ねん

度
ど

　地域
ちいき

づくり委員会
いいんかい

における主
おも

な協議事項
きょうぎじこう

後志
しりべし

3

日高
ひだか

3

渡島
おしま

1

檜山
ひやま

2

上川
かみかわ

4

8050問題
もんだい

について（地域課題
ちいきかだい

）

「誰
だれ

もがアタリマエ
あたりまえ

に暮
く

らせるまちづくり」、「障害者福祉
しょうがいしゃふくし

の基本
きほん

」、「障害福祉
しょうがいふくし

の権利擁護
けんりようご

」について（講話
こうわ

）

障
しょう

がい者
しゃ

の就労
しゅうろう

について

障
しょう

がい者
しゃ

が地域
ちいき

で暮
く

らすことについて

障
しょう

がいのある方
かた

と地域住民
ちいきじゅうみん

の相互理解
そうごりかい

について（地域課題
ちいきかだい

）

新型
しんがた

コロナウイルス
ころなういるす

感染症
かんせんしょう

への感染
かんせん

が疑
うたが

われる障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

について

協議事項
きょうぎじこう

地域
ちいき

の助
たす

け合
あ

いの活動
かつどう

の実際
じっさい

の状況等
じょうきょうとう

について

障
しょう

がい者
しゃ

の移動支援
いどうしえん

について

障
しょう

がい者
しゃ

支援
しえん

のあり方
かた

について
空知
そらち

2

議会
ぎかい

の傍聴
ぼうちょう

や庁舎
ちょうしゃ

等
とう

の利用
りよう

に係
かか

る条例等
じょうれいとう

における障
しょう

がいを理由
りゆう

とする不当
ふとう

な差別的
さべつてき

取
と

り扱
あつか

いについて
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就労支援
しゅうろうしえん

について（地域課題
ちいきかだい

）

障
しょう

がい者
しゃ

差別
さべつ

に係
かか

る情報
じょうほう

提供
ていきょう

について

地域
ちいき

で暮
く

らす障
しょう

がい者
しゃ

の暮
く

らしづらさに関
かん

することについて（地域
ちいき

課題
かだい

）

市町村
しちょうそん

等
とう

の制定
せいてい

する条例
じょうれい

・規則
きそく

に係
かか

る精神
せいしん

障
しょう

がい者
しゃ

を対象
たいしょう

とした制限
せいげん

条項
じょうこう

の該当事案
がいとうじあん

について

管内
かんない

で発生
はっせい

した障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する合理的配慮
ごうりてきはいりょ

事案
じあん

について

管内
かんない

の障害者
しょうがいしゃ

入所
にゅうしょ

施設
しせつ

で発生
はっせい

した虐待
ぎゃくたい

事案
じあん

について

障
しょう

がい者
しゃ

の虐待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

と権利擁護
けんりようご

について

選挙
せんきょ

の投票
とうひょう

時
じ

における障
しょう

がい者
しゃ

への合理的配慮
ごうりてきはいりょ

について（地域課題
ちいきかだい

）

令和
れいわ

３年度
ねんど

に完成
かんせい

した動画
どうが

（車椅子
くるまいす

使用者
しようしゃ

の車
くるま

の乗降
じょうこう

について）を視聴
しちょう

し、意見交換会
いけんこうかんかい

を実施
じっし

。

合計
ごうけい

27

十勝
とかち

2

釧路
くしろ

1

合理的配慮
ごうりてきはいりょ

に対
たい

する取組
とりくみ

や苦慮
くりょ

した事例
じれい

等
など

について

根室
ねむろ

1

宗谷
そうや

3

オホーツ
おほーつく

ク
3

障
しょう

がい者
しゃ

の地域生活
ちいきせいかつ

及
およ

び新型
しんがた

コロナウイルス
ころなういるす

影響下
えいきょうか

における課題
かだい

について

障
しょう

がい者
しゃ

の虐待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

・権利擁護
けんりようご

、北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

、障
しょう

がい者
しゃ

差別
さべつ

解消
かいしょう

法
ほう

の一部
いちぶ

改正
かいせい

等
とう

についての周知
しゅうち

障
しょう

がい児
じ

支援
しえん

について（地域課題
ちいきかだい

）

相談支援体制
そうだんしえんたいせい

の充実
じゅうじつ

・強化
きょうか

について（地域課題
ちいきかだい

）

障
しょう

がい（児
じ

）者
しゃ

と地域住民
ちいきじゅうみん

の相互理解
そうごりかい

について（地域課題
ちいきかだい

）

新型
しんがた

コロナウイルス
ころなういるす

感染症
かんせんしょう

への感染
かんせん

が疑
うたが

われる障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する合理的配慮
ごうりてきはいりょ

の提供
ていきょう

について

障
しょう

がい者
しゃ

の権利擁護
けんりようご

について
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１　虐待
ぎゃくたい

相談
そうだん

等
とう

件数
けんすう

　　 53件
けん

（ほかに北海道
ほっかいどう

労働局
ろうどうきょく

からの通報処理
つうほうしょり

54件
けん

）

（１）虐待
ぎゃくたい

相談
そうだん

の虐待者
ぎゃくたいしゃ

（疑
うたが

い）と被虐待者
ひぎゃくたいしゃ

（疑
うたが

い）の障
しょう

がい種別
しゅべつ

養護
ようご

者
しゃ

従事者
じゅうじしゃ

使用者
しようしゃ 従事者

じゅうじしゃ

・

使用者
しようしゃ

身体
しんたい

障
しょう

がい 3 3

知的
ちてき

障
しょう

がい 27 2 29

精神
せいしん

障
しょう

がい 8 4 1 13

身体
しんたい

、知的
ちてき

障
しょう

がい 4 4

身体
しんたい

、精神
せいしん

障
しょう

がい

身体
しんたい

、発達
はったつ

障
しょう

がい

1 1

その他
た

1 1

不明
ふめい

2 2

0 43 9 1 53

（単位
たんい

：件
けん

）

身体的
しんたいてき

虐待
ぎゃくたい

性的
せいてき

虐待
ぎゃくたい

心理的
しんりてき

虐待
ぎゃくたい

放棄
ほうき

・放任
ほうにん

経済
けいざい

的
てき

虐待
ぎゃくたい

身体
しんたい

障
しょう

がい 2 1 3

知的
ちてき

障
しょう

がい 21 4 11 5 2 43

精神
せいしん

障
しょう

がい 2 8 1 3 14

身体
しんたい

、知的
ちてき

障
しょう

がい 2 2 2 6

身体
しんたい

、精神
せいしん

障
しょう

がい 1 1

身体
しんたい

、発達
はったつ

障
しょう

がい

1 1 2

その他
た

1 1 2

不明
ふめい

2 2

27 6 26 9 5 73

２　虐待
ぎゃくたい

相談
そうだん

以外
いがい

の相談
そうだん

・照会
しょうかい

件数
けんすう

（単位
たんい

：件
けん

）

10

1  

11

虐待
ぎゃくたい

相談
そうだん

の種別
しゅべつ

・類型
るいけい

発達
はったつ

障
しょう

がい

令和
れいわ

4年度
ねんど

　北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい者
しゃ

権利擁護
けんりようご

センター
せんたー

相談
そうだん

・通報
つうほう

等
とう

対応状況
たいおうじょうきょう

（単位
たんい

：件
けん

）

虐待相談
ぎゃくたいそうだん

の虐待者
ぎゃくたいしゃ

（疑
うたが

い）

発達
はったつ

障
しょう

がい

知的
ちてき

、精神
せいしん

障
しょう

がい

合
ごう

　計
けい

合計
ごうけい

合計
ごうけい

被虐
ひぎゃく

待者
たいしゃ

（疑
うたが

い）

の障
しょう

がい

種別
しゅべつ

被虐
ひぎゃく

待者
たいしゃ

（疑
うたが

い）

の障
しょう

がい

種別
しゅべつ 知的

ちてき

、精神
せいしん

障
しょう

がい

合
ごう

　計
けい

虐待
ぎゃくたい

相談
そうだん

以外
いがい

の相談
そうだん

　　　※「虐待相談以外
ぎゃくたいそうだんいがい

の相談
そうだん

」の主
おも

なもの

市町村等
しちょうそんとう

からの照会
しょうかい

・相談
そうだん

・医療機関
いりょうきかん

や施設
しせつ

等
など

への不満
ふまん

　等
など

合
ごう

　計
けい

（２）虐待
ぎゃくたい

相談
そうだん

の種別
しゅべつ

・類型
るいけい

（重複
ちょうふく

あり）
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1 知的
ちてき 心理的

しんりてき

経済的
けいざいてき 従事者

じゅうじしゃ 交際相手
こうさいあいて

と余暇
よか

に会
あ

う約束
やくそく

をしていたが、施設
しせつ

職員
しょくいん

から会
あ

うことを反対
はんたい

されて、携帯
けいたい

電話
でんわ

を取
と

り上
あ

げられた。また、本人
ほんにん

の希望
きぼう

する金銭
きんせん

（交通費
こうつうひ

等
とう

）の使用
しよう

を制限
せいげん

した。

市町村
しちょうそん

へ通報
つうほう

（法第
ほうだい

16条
じょう

）

2 身体
しんたい

・知的
ちてき 身体的

しんたいてき

放棄
ほうき

・放置
ほうち 従事者

じゅうじしゃ 介助
かいじょ

の際
さい

に支援員
しえんいん

がスマートフォン
すまーとふぉん

を見
み

て、本人
ほんにん

の様子
ようす

を見
み

ていなかった。また、本
ほ

人
んにん

が立
た

ち上
あ

がろうと手
て

すりを掴
つか

んだ際
さい

、力
ちから

ずくで手
て

を離
はな

させ怪我
けが

をさせた。

市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

3 知的
ちてき

・精神
せいしん

身体的
しんたいてき

心理的
しんりてき

放棄
ほうき

・放置
ほうち

使用者
しようしゃ

障
しょう

がい特性
とくせい

を考慮
こうりょ

せずに業務
ぎょうむ

をさせ、心身
しんしん

の状態
じょうたい

を悪化
あっか

させている。また、そのこと

について職場
しょくば

に改善
かいぜん

を要望
ようぼう

するも対応
たいおう

してもらえない。

労働局
ろうどうきょく

へ報告
ほうこく

（法第
ほうだい

24条
じょう

）

4 知的
ちてき 身体的

しんたいてき

心理的
しんりてき 従事者

じゅうじしゃ 利用者
りようしゃ

から衣服
いふく

の着脱介助
ちゃくだつかいじょ

の拒否
きょひ

が続
つづ

いたことや時間
じかん

に追
お

われていたこと等
とう

があ

り、利用者
りようしゃ

の頬
ほほ

を強
つよ

く押
お

さえつけ、拳
こぶし

を振
ふ

り下
お

ろす等
とう

の威嚇
いかく

行為
こうい

を行
おこな

った。

市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

5 精神
せいしん

経済的
けいざいてき

従事者
じゅうじしゃ

利用者
りようしゃ

の作業工賃
さぎょうこうちん

について、書類整備
しょるいせいび

に不備
ふび

があり、工賃
こうちん

支給
しきゅう

の計算
けいさん

の際
さい

に関係
かんけい

書類
しょるい

を見
み

つけられず、作業
さぎょう

時間
じかん

0時間
じかん

と思
おも

い込
こ

み、２カ月
げつ

分
ぶん

の工賃
こうちん

を支給
しきゅう

しなかった。

市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

6 知的
ちてき 身体的

しんたいてき

心理的
しんりてき 従事者

じゅうじしゃ

利用者
りようしゃ

の骨折
こっせつ

している左拇指
ひだりぼし

を強
つよ

く握
にぎ

ったり押
お

したりしたことに加
くわ

え、「こんなの痛
いた

くな

いしょ」と一方的
いっぽうてき

に声
こえ

をかけた。目撃
もくげき

した他
ほか

の職員
しょくいん

が制止
せいし

したにもかかわらず、当該
とうがい

行為
こうい

が繰
く

り返
かえ

された。

市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

7 精神
せいしん

性的
せいてき

従事者
じゅうじしゃ 利用者

りようしゃ

に対
たい

し、支援
しえん

から逸脱
いつだつ

した性的
せいてき

な内容
ないよう

と認識
にんしき

される内容
ないよう

を含
ふく

むショートメール
しょーとめーる

を送信
そうしん

した。

市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

8 知的
ちてき 身体的

しんたいてき

放棄
ほうき

・放置
ほうち 従事者

じゅうじしゃ

夕食準備中
ゆうしょくじゅんびちゅう

の食堂
しょくどう

で利用者
りようしゃ

が職員
しょくいん

から顔
かお

や頭部
とうぶ

を複数回
ふくすうかい

殴打
おうだ

された。また、利用者
りようしゃ

は殴
なぐ

られたことにより顔
かお

に痣
あざ

が生
しょう

じるほどの怪我
けが

をおっていたが、通院
つういん

等
とう

による処置
しょち

はされていない。

市町村
しちょうそん

へ通報
つうほう

（法第
ほうだい

16条
じょう

）

9 その他
ほか 身体的

しんたいてき

心理的
しんりてき 従事者

じゅうじしゃ 事業所
じぎょうしょ

内
ない

に設置
せっち

した「お尻
しり

たたき棒
ぼう

」とよばれる物
もの

で児童
じどう

複数
ふくすう

名
めい

が叩
たた

かれた。また、

悪
わる

いことをしたら棒
ぼう

で叩
たた

かれるという不安
ふあん

を与
あた

えた。

市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

10 知的
ちてき

身体的
しんたいてき

従事者
じゅうじしゃ

職員
しょくいん

室
しつ

の電話
でんわ

に出
で

ようとした児童
じどう

の襟首
えりくび

をつかんで投
な

げた。

玄関
げんかん

で上着
うわぎ

の着脱
ちゃくだつ

に手間取
てまど

っていた児童
じどう

を職員
しょくいん

室
しつ

へ連
つ

れて行
い

き、電気
でんき

を点
つ

けず、鍵
かぎ

をかけて閉
と

じ込
こ

めたほか、他
た

児童
じどう

とおもちゃの取
と

り合
あ

いをし際
さい

にも同様
どうよう

に職員
しょくいん

室
しつ

へ連
つ

れて行
い

き、鍵
かぎ

をかけて閉
と

じ込
こ

めた。

市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

11 知的
ちてき 性的

せいてき

心理的
しんりてき 使用者

しようしゃ

職場
しょくば

の休憩室兼事務所
きゅうけいしつけんじむしょ

で店長
てんちょう

から突然
とつぜん

キス
きす

をされたほか、「１回
かい

だけ（胸
むね

を）揉
も

ませ

て」と言
い

われ拒否
きょひ

したが、このことを誰
だれ

にも言
い

わないよう口止
くちど

めされた。

また、店長
てんちょう

から「デブ
でぶ

」と言
い

われたり、「私
わたし

は奴隷
どれい

」と言
い

うように強制
きょうせい

されたほか、休暇
きゅうか

申
しん

請
せい

に正当
せいとう

な理由
りゆう

なく許可
きょか

しないような発言
はつげん

があった。

労働局
ろうどうきょく

へ報告
ほうこく

（法第
ほうだい

24条
じょう

）

12 精神
せいしん

心理的
しんりてき

使用者
しようしゃ 復職

ふくしょく

にあたって、振
ふ

り返
かえ

りの面談
めんだん

を上司
じょうし

と行
おこな

った際
さい

に、「１つのことしかできないのは

片端
かたわ

であるのと一緒
いっしょ

である」等
など

と差別的
さべつてき

な発言
はつげん

があった。

労働局
ろうどうきょく

へ報告
ほうこく

（法第
ほうだい

24条
じょう

）

13 精神
せいしん

心理的
しんりてき

従事者
じゅうじしゃ 「入居

にゅうきょ

継続
けいぞく

のための誓約書
せいやくしょ

」の中
なか

で「管理者
かんりしゃ

の指示
しじ

に従
したが

い反抗
はんこう

しない」とした表現
ひょうげん

を

用
もち

い、管理者
かんりしゃ

が優位
ゆうい

な立場
たちば

となる誓約
せいやく

を求
もと

めた。

市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

14 知的
ちてき

性的
せいてき

従事者
じゅうじしゃ 職員

しょくいん

が利用者
りようしゃ

に「イチャイチャ
いちゃいちゃ

したい」、「添
そ

い寝
ね

したい」などの性的
せいてき

な意図
いと

があると判
は

断
んだん

できるLINE
らいん

でのやりとりを行
おこな

うとともに、実際
じっさい

に利用者
りようしゃ

に対
たい

し、抱
だ

きつくなどした。

市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

15 知的
ちてき

身体的
しんたいてき

従事者
じゅうじしゃ

利用者
りようしゃ

が血圧
けつあつ

測定
そくてい

の際
さい

に血圧
けつあつ

計
けい

を机
つくえ

に複数回
ふくすうかい

叩
たた

きつけたため、職員
しょくいん

が両手
りょうて

を押
お

さえ

た。また、これに対
たい

し、利用者
りようしゃ

が職員
しょくいん

の手首
てくび

に噛
か

みついたため、当該
とうがい

職員
しょくいん

が利用者
りようしゃ

の額
ひたい

を叩
たた

いた。

市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

16 知的
ちてき

身体的
しんたいてき

従事者
じゅうじしゃ 利用者

りようしゃ

が他利用者
たりようしゃ

に対
たい

し、他害行為
たがいこうい

を行
おこな

ったため、職員
しょくいん

が仲裁
ちゅうさい

に入
はい

ったが、利用者
りようしゃ

が興奮
こうふん

して抵抗
ていこう

し行為
こうい

を止
や

めなかったため、職員
しょくいん

が利用者
りようしゃ

の左
ひだり

頬
ほほ

を右手
みぎて

で叩
たた

いた。

市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

17 身体
しんたい

身体的
しんたいてき

従事者
じゅうじしゃ

利用者
りようしゃ

より何度
なんど

も水
みず

を飲
の

みたいと訴
うった

えられたため、少
すこ

し時間
じかん

をおいて飲
の

むよう声
こえ

かけ

をした後
のち

、居室
きょしつ

で髭剃
ひげそ

りをしてもらおうと当該利用者
とうがいりようしゃ

にシェーバー
しぇーばー

を渡
わた

したところ、

シェーバー
しぇーばー

を職員
しょくいん

に投
な

げつけたため、感情的
かんじょうてき

になった職員
しょくいん

がシェーバー
しぇーばー

で利用者
りようしゃ

の

右
みぎ

前頭部
ぜんとうぶ

を叩
たた

き、打撲傷
だぼくしょう

を負
お

わせた。

市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

３　虐待相談
ぎゃくたいそうだん

の概要
がいよう

虐待者
ぎゃくたいしゃ

（疑
うたが

い）
概要
がいよう

センター
せんたー

の対応
たいおう

番号
ばんごう

被虐待者
ひぎゃくたいしゃ

(疑
うたが

い)の障
しょう

が

い種別
しゅべつ

虐待
ぎゃくたい

（疑
うたが

い）

の類型
るいけい



12

18 知的
ちてき

身体的
しんたいてき

心理的
しんりてき

放棄
ほうき

・放置
ほうち

従事者
じゅうじしゃ

複数
ふくすう

の職員
しょくいん

が利用者
りようしゃ

を居室
きょしつ

に閉
と

じ込
こ

めたり、長時間
ちょうじかん

全裸
ぜんら

の利用者
りようしゃ

を放置
ほうち

したりした。

また、職員
しょくいん

が器
うつわ

からこぼれた食事
しょくじ

をたべさせる等
など

の行為
こうい

を行
おこな

った。

市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

19 知的
ちてき

身体的
しんたいてき

従事者
じゅうじしゃ トイレ

といれ

で介助
かいじょ

中
ちゅう

にふらついた利用者
りようしゃ

が職員
しょくいん

に倒
たお

れかかり、その勢
いきお

いで職員
しょくいん

自身
じしん

も床
ゆか

に倒
たお

れた際
さい

、痛
いた

みが引
ひ

き金
がね

となり、利用者
りようしゃ

の首
くび

に「喉
のど

輪
わ

」を行
おこな

って怪我
けが

を負
お

わせた。

市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

20 精神
せいしん 心理的

しんりてき

放棄
ほうき

・放置
ほうち 従事者

じゅうじしゃ

管理者
かんりしゃ

が脱衣所
だついじょ

やトイレ
といれ

へ監視カメラ
かんしかめら

の設置
せっち

を行
おこな

うことを示唆
しさ

したり、一方的
いっぽうてき

にグ
ぐ

ループホーム
るーぷほーむ

での共同生活
きょうどうせいかつ

が難
むずか

しいと判断
はんだん

し、サテライト
さてらいと

の利用
りよう

を提案
ていあん

し、これに従
したが

わない場合
ばあい

は退去
たいきょ

を求
もと

めた。また、利用者
りようしゃ

が具体的
ぐたいてき

な支援
しえん

を文書
ぶんしょ

で求
もと

めたが、退去
たいきょ

方針
ほうしん

を理由
りゆう

に一切
いっさい

の対応
たいおう

を行
おこな

わないなどした。

市町村
しちょうそん

へ通報
つうほう

（法第
ほうだい

16条
じょう

）

21 知的
ちてき 身体的

しんたいてき

放棄
ほうき

・放置
ほうち 従事者

じゅうじしゃ 朝方
あさがた

、居室
きょしつ

からリビング
りびんぐ

に出
で

てきた利用者
りようしゃ

に対
たい

し、職員
しょくいん

が両腕
りょううで

を掴
つか

んで、臀部
でんぶ

を蹴
け

っ

た。

市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

22 身体
しんたい

・知的
ちてき

放棄
ほうき

・放置
ほうち

従事者
じゅうじしゃ 夜勤

やきん

職員
しょくいん

が車椅子
くるまいす

を利用
りよう

している利用者
りようしゃ

の支援
しえん

を行
おこな

わず、長時間
ちょうじかん

放置
ほうち

したことによ

り、両足
りょうあし

が血行不良
けっこうふりょう

で変色
へんしょく

した。

市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

23 知的
ちてき

身体的
しんたいてき

従事者
じゅうじしゃ 夜勤

やきん

帯
たい

に職員
しょくいん

が利用者
りようしゃ

の頭
あたま

を叩
たた

いた。 市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

24 知的
ちてき

身体的
しんたいてき

従事者
じゅうじしゃ 利用者

りようしゃ

が背中
せなか

から職員
しょくいん

に倒
たお

れてきたため、びっくりして利用者
りようしゃ

を軽
かる

く叩
たた

いた。また、

「ふざけたら駄目
だめ

でしょ、怪我
けが

してない」といって、頭
あたま

を叩
たた

いた。

市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

25 身体
しんたい

心理的
しんりてき

従事者
じゅうじしゃ 職員

しょくいん

が入浴介助中
にゅうよくかいじょちゅう

に「（他
ほか

の利用者
りようしゃ

を）殴
なぐ

ってやりたい気持
きも

ちになったこともあった」と

発言
はつげん

。それに対
たい

し、利用者
りようしゃ

が発言
はつげん

を注意
ちゅうい

すると、「うるさい、この野郎
やろう

」と発言
はつげん

した。

市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

26 知的
ちてき

性的
せいてき

従事者
じゅうじしゃ 職員

しょくいん

が利用者
りようしゃ

と個人
こじん

的
てき

に連絡
れんらく

を取
と

り合
あ

い、支援
しえん

と逸脱
いつだつ

した性的
せいてき

な内容
ないよう

を含
ふく

む不適切
ふてきせつ

なやりとりを行
おこな

っていた。

市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

27 知的
ちてき

身体的
しんたいてき

従事者
じゅうじしゃ 居室

きょしつ

からリビング
りびんぐ

に出
で

た利用者
りようしゃ

に対
たい

し、職員
しょくいん

がこめかみ付近
ふきん

を平手打
ひらてう

ちした。 市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

28 知的
ちてき

心理的
しんりてき

従事
じゅうじ

者
しゃ

精神
せいしん

的
てき

に不安定
ふあんてい

になると他
ほか

の利用者
りようしゃ

や支援
しえん

者
しゃ

をつねったり、髪
かみ

を引
ひ

っ張
ぱ

ったりするこ

とがある利用者
りようしゃ

に対
たい

して、不安定時
ふあんていじ

の支援
しえん

の際
さい

に「やめなさい」等
とう

の言葉
ことば

を感情的
かんじょうてき

、

威圧的
いあつてき

に強
つよ

く言
い

ったり、利用者
りようしゃ

からつねられた際
さい

に職員
しょくいん

が強
つよ

く押
お

してやり返
かえ

す行為
こうい

が

あった。

市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

29 知的
ちてき

身体的
しんたいてき

従事者
じゅうじしゃ

利用者
りようしゃ

が朝
あさ

から不調
ふちょう

でトイレ
といれ

の物
もの

を投
な

げたり、テーブル
てーぶる

をひっくり返
かえ

し暴言
ぼうげん

を言
い

ってい

たため、職員
しょくいん

が「駄目
だめ

だよ」と声
こえ

かけしていた。テーブル
てーぶる

をひっくり返
かえ

した際
さい

の他害
たがい

のお

それや支援員
しえんいん

自身
じしん

がカッとなり、利用者
りようしゃ

の右側
みぎがわ

頭部
とうぶ

から後頭部
こうとうぶ

の付近
ふきん

を平手
ひらて

で一回
いっかい

叩
たた

いた。

市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

30 精神
せいしん

経済的
けいざいてき

従事者
じゅうじしゃ 利用者

りようしゃ

の通帳
つうちょう

から私的
してき

な理由
りゆう

で金銭
きんせん

を引
ひ

き出
だ

した。 市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

31 精神
せいしん

心理的
しんりてき

使用者
しようしゃ

「天井
てんじょう

を拭
ふ

いていない」「客
きゃく

前
まえ

でため息
いき

をついた」「君
きみ

にはコミュニケーション
こみゅにけーしょん

能力
のうりょく

がな

い」など身
み

に覚
おぼ

えのないことで叱責
しっせき

されたり、メール
めーる

を送信
そうしん

したのに来
き

ていないと叱責
しっせき

された。

労働局
ろうどうきょく

へ報告
ほうこく

（法第
ほうだい

24条
じょう

）

32 知的
ちてき

心理的
しんりてき

従事者
じゅうじしゃ 利用者

りようしゃ

が関
かか

わるトラブル
とらぶる

が発生
はっせい

し職員
しょくいん

が指導
しどう

した際
さい

、大
おお

きく荒
あら

げた声
こえ

で叱責
しっせき

し、壁
かべ

を

叩
たた

きながら「殺
ころ

してやるぞ」という暴言
ぼうげん

を言
い

い恐怖心
きょうふしん

を与
あた

えた。

市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

33 身体
しんたい

・知的
ちてき 身体的

しんたいてき

心理的
しんりてき 従事者

じゅうじしゃ 利用者
りようしゃ

を叩
たた

く、引
ひ

っ張
ぱ

る、後
うし

ろから突
つ

き飛
と

ばすなどの暴力
ぼうりょく

や、不穏
ふおん

状態
じょうたい

の時
とき

に他利用
たりよう

者
しゃ

の向精神薬
こうせいしんやく

を服用
ふくよう

させたり、不穏状態
ふおんじょうたい

の時
とき

に部屋
へや

に閉
と

じ込
こ

める等
など

した。

市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

34 精神
せいしん

心理的
しんりてき

使用者
しようしゃ 事業主

じぎょうぬし

より威圧
いあつ

的
てき

に物事
ものごと

を言
い

われ、うつ状態
じょうたい

となった。 労働局
ろうどうきょく

へ報告
ほうこく

（法第
ほうだい

24条
じょう

）

35 精神
せいしん

心理的
しんりてき 従事者

じゅうじしゃ

・

使用者
しようしゃ

相談
そうだん

時
じ

や面談
めんだん

時
じ

に管理者
かんりしゃ

から叱責
しっせき

されたり、怒鳴
どな

り散
ち

らされるなどした。また、同僚
どうりょう

から人格
じんかく

を否定
ひてい

される。

労働局
ろうどうきょく

へ報告
ほうこく

（法第
ほうだい

24条
じょう

）

36 精神
せいしん

心理的
しんりてき

使用者
しようしゃ 上司

じょうし

から、背中
せなか

を強
つよ

く叩
たた

かれたり、健常者
けんじょうしゃ

と障
しょう

がい者
しゃ

を業務
ぎょうむ

で使
つか

い分
わ

る、仲間内
なかまうち

で無
む

視
し

、雑談
ざつだん

にいれてもらえないなどの嫌
いや

がらせを受
う

けた。

労働局
ろうどうきょく

へ報告
ほうこく

（法第
ほうだい

24条
じょう

）

虐待者
ぎゃくたいしゃ

（疑
うたが

い）
概要
がいよう

センター
せんたー

の対応
たいおう

番号
ばんごう

被虐待者
ひぎゃくたいしゃ

(疑
うたが

い)の障
しょう

が

い種別
しゅべつ

虐待
ぎゃくたい

（疑
うたが

い）

の類型
るいけい
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37 知的
ちてき 身体的

しんたいてき

心理的
しんりてき 従事者

じゅうじしゃ

他
ほか

の職員
しょくいん

に他害行為
たがいこうい

を行
おこな

った利用
りよう

児童
じどう

に対
たい

し、体
からだ

をひきずり別室
べっしつ

に連
つ

れて行
い

った。ま

た、利用
りよう

児童
じどう

の氏名
しめい

を乱暴
らんぼう

に叫
さけ

ぶほか、「おい、おまえ」などの不適切
ふてきせつ

な呼
よ

びかけを

行
おこな

った。

市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

38 精神
せいしん

心理的
しんりてき

従事者
じゅうじしゃ

利用者
りようしゃ

の障
しょう

がい特性
とくせい

を考
かんが

えずに、利用者
りようしゃ

が原因
げんいん

で管理者
かんりしゃ

がうつ状態
じょうたい

となった旨
むね

を伝
つた

え、著
いちじる

しく不安
ふあん

にさせ、心理的
しんりてき

外傷
がいしょう

を与
あた

えた。また、契約書
けいやくしょ

に基
もと

づく退去
たいきょ

勧告
かんこく

ではない

にもかかわらず、一方
いっぽう

的
てき

に退去
たいきょ

を求
もと

めたほか、利用者
りようしゃ

の同意
どうい

なく居室
きょしつ

をチェック
ちぇっく

し、尊
そ

厳
んげん

を否定
ひてい

した。

市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

39 身体
しんたい

身体的
しんたいてき

従事者
じゅうじしゃ

更衣介助
こういかいじょ

を依頼
いらい

した利用者
りようしゃ

に対
たい

し、職員
しょくいん

が「忙
いそが

しいなあ、今
いま

やる？」等
など

と発言
はつげん

したこと

から口論
こうろん

となり、利用者
りようしゃ

の体
からだ

を押
お

す又
また

は引
ひ

き寄
よ

せるという支援
しえん

を逸脱
いつだつ

した行為
こうい

を行
おこな

っ

た。

市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

40 知的
ちてき

心理的
しんりてき

従事者
じゅうじしゃ 利用者

りようしゃ

が着用
ちゃくよう

しているズボンの前面
ぜんめん

に尿
にょう

による汚
よご

れがついていることを、他
ほか

の利用
りよう

者
しゃ

や職員
しょくいん

の面
めん

前
ぜん

で指摘
してき

した。

市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

41 知的
ちてき 身体的

しんたいてき

放棄
ほうき

・放置
ほうち 従事者

じゅうじしゃ

利用者
りようしゃ

が職員
しょくいん

を殴
なぐ

ったあと。興奮
こうふん

状態
じょうたい

であったため、手
て

を押
お

さえたが、その結果
けっか

、利
りよ

用者
うしゃ

の顔
かお

に打撲
だぼく

の傷
きず

を負
お

わせた。また、送迎
そうげい

中
ちゅう

に利用者
りようしゃ

がトイレ
といれ

に行
い

きたいと訴
うった

えた

が、正当
せいとう

な理由
りゆう

なくトイレ
といれ

に行
い

かせなかった。

市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

42 知的
ちてき

身体的
しんたいてき

性的
せいてき

心理的
しんりてき

従事者
じゅうじしゃ

ズボン
ずぼん

とパンツ
ぱんつ

を下
さ

げて廊下
ろうか

に寝
ね

かせる。不眠
ふみん

時
じ

に他
ほか

の利用者
りようしゃ

の就寝時薬
しゅうしんじやく

を飲
の

ませ

る。利用者
りようしゃ

のお金
かね

で買
か

った飲
の

み物
もの

を飲
の

んだり、捨
す

てたりしたあと、水
みず

で薄
うす

めて渡
わた

すなど

した。

市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

43 知的
ちてき

身体的
しんたいてき

心理的
しんりてき

放棄
ほうき

・放置
ほうち

従事者
じゅうじしゃ

先
さき

に利用者
りようしゃ

の食事
しょくじ

を食
た

べて食
た

べ残
のこ

しを与
あた

える。居室
きょしつ

で失禁
しっきん

した際
さい

に平手
ひらて

うちやげん

こつをする。ベッドマット
べっどまっと

を朝
あさ

まで敷
し

かないで寝
ね

かせない、。意図
いと

的
てき

に足
あし

をかけて利用
りよう

者
しゃ

を後
うし

ろに倒
たお

して転
ころ

ばせるなどした。

市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

44 知的
ちてき

身体的
しんたいてき

従事者
じゅうじしゃ

利用者
りようしゃ

の他害行為
たがいこうい

を制止
せいし

したところ、手
て

すりに頭突
ずつ

きするという自傷行為
じしょうこうい

に発展
はってん

した

ため、職員
しょくいん

が制止
せいし

。怪我
けが

をしないよう、床
ゆか

に倒
たお

したあと、それでも暴
あば

れたため、利用者
りようしゃ

の顔
かお

を片足
かたあし

で踏
ふ

んで押
お

さえつけた。

市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

45 知的
ちてき

身体的
しんたいてき

従事者
じゅうじしゃ 他害行為

たがいこうい

に及
およ

んだ利用者
りようしゃ

に対
たい

し、職員
しょくいん

が利用者
りようしゃ

の顎
あご

付近
ふきん

を左手
ひだりて

で押
お

さえ、左頬
ひだりほほ

を右
み

手
ぎて

拳
こぶし

の腹
はら

で叩
たた

いた。

市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

46 不明
ふめい

心理的
しんりてき

使用者
しようしゃ 従業員

じゅうぎょういん

が障
しょう

がいのある方
かた

に対
たい

し、怒鳴
どな

り散
ち

らしている。また、障
しょう

がいのある方
かた

への言
こと

葉
ば

の暴力
ぼうりょく

が酷
ひど

い。

労働局
ろうどうきょく

へ報告
ほうこく

（法第
ほうだい

24条
じょう

）

47 不明
ふめい

心理的
しんりてき

使用者
しようしゃ 会社

かいしゃ

の代表者
だいひょうしゃ

と思
おも

われる者
もの

が、部外者
ぶがいしゃ

のいる前
まえ

で障
しょう

がいがあると思
おも

われる従業者
じゅうぎょうしゃ

に

対
たい

し、「早
はや

くしろ」などと怒鳴
どな

り散
ち

らしている。

労働局
ろうどうきょく

へ報告
ほうこく

（法第
ほうだい

24条
じょう

）

48 精神
せいしん

性的
せいてき

従事者
じゅうじしゃ 職員

しょくいん

が利用者
りようしゃ

と個人的
こじんてき

に連絡
れんらく

を取
と

り合
あ

い、好意
こうい

があることを伝
つた

え、性交
せいこう

し、性的
せいてき

な身
しん

体
たい

接触
せっしょく

を行
おこな

った。

市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

49 精神
せいしん

経済的
けいざいてき

従事者
じゅうじしゃ 利用者

りようしゃ

の金銭
きんせん

管理
かんり

を行
おこな

っていた管理者
かんりしゃ

が、多額
たがく

の金銭
きんせん

を引
ひ

き出
だ

した後
のち

に失踪
しっそう

した。 市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

50 身体
しんたい

・知的
ちてき

心理的
しんりてき

従事者
じゅうじしゃ

職員
しょくいん

が点眼
てんがん

後
ご

に点眼薬
てんがんやく

を手
て

で拭
ふ

き取
と

る利用者
りようしゃ

にそのことを注意
ちゅうい

するも、さらに手
て

で拭
ふ

き取
と

ったため、強
つよ

い口調
くちょう

で怒鳴
どな

った上
うえ

、利用者
りようしゃ

の朝食
ちょうしょく

のお膳
ぜん

を下
さ

げ、朝食
ちょうしょく

を提供
ていきょう

しな

かった。

市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

51 知的
ちてき

身体的
しんたいてき

従事者
じゅうじしゃ

利用者
りようしゃ

の体臭
たいしゅう

に対
たい

して、サービス
さーびす

管理責任者
かんりせきにんしゃ

が利用者
りようしゃ

本人
ほんにん

に消臭
しょうしゅう

スプレー
すぷれー

をかける

ように促
うなが

し、利用者
りようしゃ

が自
みずか

らの顔
かお

にかけうようとしたため、サービス
さーびす

管理
かんり

責任者
せきにんしゃ

が利
り

用
よう

者
しゃ

に代
か

わって、顔
かお

にかからないようスプレー
すぷれー

をかけた。

市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

52 知的
ちてき

身体的
しんたいてき

使用者
しようしゃ 上記

じょうき

（№51）と同一
どういつ

事案
じあん

。 労働局
ろうどうきょく

へ報告
ほうこく

（法第
ほうだい

24条
じょう

）

53 知的
ちてき

経済的
けいざいてき

従事者
じゅうじしゃ 利用

りよう

者
しゃ

が購入
こうにゅう

したおやつを盗
ぬす

み食
く

いした。行事食
ぎょうじしょく

の注文
ちゅうもん

、本人
ほんにん

が購入
こうにゅう

したおやつの

提供
ていきょう

の場面
ばめん

において、不必要
ふひつよう

な量
りょう

を利用
りよう

者
しゃ

へ提供
ていきょう

し、残
のこ

した物
もの

を得
え

た。

市町村
しちょうそん

からの報告
ほうこく

を受理
じゅり

（法第
ほうだい

17条
じょう

）

虐待者
ぎゃくたいしゃ

（疑
うたが

い）
概要
がいよう

センター
せんたー

の対応
たいおう

番号
ばんごう

被虐待者
ひぎゃくたいしゃ

(疑
うたが

い)の障
しょう

が

い種別
しゅべつ

虐待
ぎゃくたい

（疑
うたが

い）

の類型
るいけい
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第
だい

９条
じょう

　関係
かんけい

法令
ほうれい

等
とう

との調和
ちょうわ

○障害者
しょうがいしゃ

就業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
しえん

センターの設置
せっち

促進
そくしん

■

○障
しょう

がい者
しゃ

の雇用拡大
こようかくだい

に向
む

けた社会機運
しゃかいきうん

の醸成
じょうせい

■

■

○第
だい

６期
き

北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい福祉計画
ふくしけいかく

の策定
さくてい

等
とう

■

■

○スポーツ
すぽーつ

のする・みる・ささえる促進
そくしん

事業費
じぎょうひ

■ 環境生活部
かんきょうせいかつぶ

○農福連携推進事業費
のうふくれんけいすいしんじぎょうひ

■ 農政部
のうせいぶ

○障
しょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

に係
かか

る普及啓発事業
ふきゅうけいはつじぎょう

■ 保健福祉部
ほけんふくしぶ

■

令和
れいわ

４年度
ねんど

　北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

に基
もと

づく基本的施策等
きほんてきせさくとう

の概要
がいよう

障害者総合支援法
しょうがいしゃそうごうしえんほう

に定
さだ

める第
だい

６期
き

北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい福祉計画
ふくしけいかく

（令和
れいわ

３～令和
れいわ

５年度
ねんど

）に基
もと

づく施策
せさく

の推進
すいしん

管理
かんり

を行
おこな

った。

保健福祉部
ほけんふくしぶ

障害者雇用促進法
しょうがいしゃこようそくしんほう

に基
もと

づく障害者雇用率
しょうがいしゃこようりつ

の状況
じょうきょう

を踏
ふ

まえ、道内主要経済
どうないしゅようけいざい

５団体
だんたい

や、地域
ちいき

の主要経済団体
しゅようけいざいだんたい

に対
たい

する障
しょう

がい者
しゃ

雇用促進
こようそくしん

についての要
よう

請
せい

を実施
じっし

するとともに、北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

の周知
しゅうち

を実施
じっし

した。

経済部
けいざいぶ

障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こよう

の現状
げんじょう

を紹介
しょうかい

する「障
しょう

がい者
しゃ

雇用促進
こようそくしん

パネル
ぱねる

展
てん

」を開催
かいさい

し、道民
どうみん

の障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こよう

に関
かん

する一層
いっそう

の理解促進
りかいそくしん

を図
はか

った。

障害者雇用促進法
しょうがいしゃこようそくしんほう

に基
もと

づき、道内
どうない

１２ヶ所
かしょ

にセンターを設置
せっち

し、障
しょう

がい

者
しゃ

の職業生活
しょくぎょうせいかつ

における自立
じりつ

を図
はか

るための就業支援
しゅうぎょうしえん

や就業
しゅうぎょう

に伴
ともな

う日常生
にちじょうせ

活
いかつ

、社会生活上
しゃかいせいかつじょう

の相談
そうだん

・支援
しえん

を行
おこな

った。

経済部
けいざいぶ

保健福祉部
ほけんふくしぶ

第
だい

10条
じょう

　道民
どうみん

等
とう

の理解
りかい

の促進
そくしん

○北海道
ほっかいどう

パラスポーツ
ぱらすぽーつ

連携促進事業
れんけいそくしんじぎょう

(パラアスリート
ぱらあすりーと

発掘
はっくつ

プロジェクト
ぷろじぇくと

)

パラリンピック
ぱらりんぴっく

などの国際大会
こくさいたいかい

に向
む

けて、パラスポーツ
ぱらすぽーつ

体験会
たいけんかい

の開催
かいさい

や

パラスポーツ
ぱらすぽーつ

コーディネーター
こーでぃねーたー

を設置
せっち

し、道内出身
どうないしゅっしん

のパラアスリート
ぱらあすりーと

の

発掘及
はっくつおよ

びパラスポーツ
ぱらすぽーつ

の普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

を行
おこな

った。

環境生活部
かんきょうせいかつぶ

農業分野
のうぎょうぶんや

における雇用人材
こようじんざい

の確保
かくほ

に向
む

けた取組
とりくみ

として、各振興局
かくしんこうきょく

に設置
せっち

した福祉事業所
ふくしじぎょうじょ

向
む

け相談窓口
そうだんまどぐち

を運営
うんえい

するとともに、農作業
のうさぎょう

体験会
たいけんかい

等
とう

の開
か

催
いさい

や福祉事業者
ふくしじぎょうしゃ

と農業者等
のうぎょうしゃなど

との相互理解
そうごりかい

・基礎知識習得
きそちしきしゅうとく

を目的
もくてき

としたセ
せ

ミナー
みなー

等
とう

を開催
かいさい

した。

障害者差別解消法
しょうがいしゃさべつかいしょうほう

や北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

の普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

のため、障
しょう

がい者
しゃ

差別
さべつ

解消
かいしょう

法
ほう

道民
どうみん

フォーラム
ふぉーらむ

を全道
ぜんどう

３会場
かいじょう

にて開催
かいさい

した。

各種
かくしゅ

会議
かいぎ

や研修等
けんしゅうとう

における障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消法
かいしょうほう

や障
しょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

の概要
がいよう

説明
せつめい

や、イベント
いべんと

等
など

における法
ほう

・条例
じょうれい

のパネル
ぱねる

展示
てんじ

により、広
ひろ

く条例
じょうれい

の理念
りねん

の普及
ふきゅう

を図
はか

った。

世代
せだい

、性別
せいべつ

、障
しょう

がいの有無
うむ

に関係
かんけい

なく参加
さんか

できるパラ競技
きょうぎ

体験会
たいけんかい

・セミ
せみなー

ナーを開催
かいさい

するとともに、パラスポーツ
ぱらすぽーつ

団体
だんたい

の活動
かつどう

支援
しえん

を行
おこな

った。
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○成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せいど

の利用
りよう

促進
そくしん

■ 保健福祉部
ほけんふくしぶ

○就労支援
しゅうろうしえん

に関
かん

する普及啓発
ふきゅうけいはつ

■ 保健福祉部
ほけんふくしぶ

■

■

■

■

■

○障
しょう

がい者
しゃ

の雇用拡大
こようかくだい

に向
む

けた社会機運
しゃかいきうん

の醸成
じょうせい

■ 保健福祉部
ほけんふくしぶ

経済部
けいざいぶ

■

第
だい

11条
じょう

　企業等
きぎょうとう

の取組
とりくみ

の支援
しえん

保健福祉部
ほけんふくしぶ

・経済部
けいざいぶ

の出先機関
でさききかん

における庁舎清掃業務
ちょうしゃせいそうぎょうむ

の委託契約
いたくけいやく

におい

て、総合評価
そうごうひょうか

競争入札制度
きょうそうにゅうさつせいど

を実施
じっし

した。

経済部
けいざいぶ

における一部委託業務
いちぶいたくぎょうむ

において、プロポーザル
ぷろぽーざる

方式
ほうしき

による随意契
ずいいけい

約
やく

を実施
じっし

し、「北海道
ほっかいどう

働
はたら

き方
かた

改革
かいかく

推進
すいしん

企業
きぎょう

認定制度
にんていせいど

」における認定
にんてい

を受
う

けた企業
きぎょう

のうち、同制度
どうせいど

の評価基準
ひょうかきじゅん

にある「障
しょう

がい者
しゃ

就労支援
しゅうろうしえん

企業
きぎょう

認証
にんしょ

制度
うせいど

」の一定以上
いっていいじょう

の認証
にんしょう

ポイント
ぽいんと

を取得
しゅとく

している企業
きぎょう

に対
たい

しての優遇措
ゆうぐうそち

置を行
おこな

った。

障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス
さーびす

事業所
じぎょうしょ

の農業
のうぎょう

への参入
さんにゅう

を支援
しえん

するとともに、農業
のうぎょう

に

取
と

り組
く

む事業所
じぎょうしょ

による販売
はんばい

イベント
いべんと

「農福連携
のうふくれんけい

マルシェ
まるしぇ

」等
とう

を開催
かいさい

する

とともに、農業
のうぎょう

生産者
せいさんしゃ

と障
しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

施設
しせつ

等
とう

の農作業
のうさぎょう

請負
うけおい

（施設
しせつ

外
がい

就
しゅ

労
うろう

）のマッチング
まっちんぐ

を支援
しえん

した。

全道
ぜんどう

１２箇所
かしょ

の障害者就業
しょうがいしゃしゅうぎょう

・生活支援
せいかつしえん

センター
せんたー

において、障
しょう

がい者
しゃ

の職
しょ

業生活
くぎょうせいかつ

における自立
じりつ

を図
はか

るための就業支援
しゅうぎょうしえん

や就業
しゅうぎょう

に伴
ともな

う日常生活
にちじょうせいかつ

、社会
しゃかい

生活上
せいかつじょう

の相談
そうだん

・支援
しえん

を行
おこな

った。

道
どう

の広報媒体等
こうほうばいたいとう

を活用
かつよう

し障
しょう

がい者
しゃ

就労支援
しゅうろうしえん

に関
かん

する普及啓発
ふきゅうけいはつ

を実施
じっし

し

た。

申請
しんせい

のあった道民
どうみん

・企業等
きぎょうとう

に対
たい

し、「障
しょう

がい者
しゃ

の就労支援
しゅうろうしえん

」ロゴマーク
ろごまーく

の使用
しよう

を承認
しょうにん

し、名刺等
めいしとう

へ掲載
けいさい

すること等
など

により、障
しょう

がい者
しゃ

就労支援
しゅうろうしえん

に

関
かん

する普及啓発
ふきゅうけいはつ

を行
おこな

った。

道
どう

及
およ

び指定法人
していほうじん

により、企業
きぎょう

・経済団体
けいざいだんたい

、関係機関等
かんけいきかんとう

に対
たい

し、アクショ
あくしょん

ン及
およ

び障
しょう

がい者
しゃ

就労支援
しゅうろうしえん

企業
きぎょう

認証制度
にんしょうせいど

のPRを行
ぴーあーる　おこな

うとともに、登録企業等
とうろくきぎょうとう

の取組
とりくみ

を道
どう

ホームページ
ほーむぺーじ

で公表
こうひょう

し、障
しょう

がいのある方
かた

の就労支援
しゅうろうしえん

に関
かん

する

理解
りかい

の促進
そくしん

を図
はか

った。

市町村
しちょうそん

の体制
たいせい

整備
せいび

を促進
そくしん

するため、司法
しほう

専門職
せんもんしょく

等
とう

との定期的
ていきてき

な協議
きょうぎ

の場
ば

を設置
せっち

するとともに、市町村
しちょうそん

職員
しょくいん

等
とう

への研修
けんしゅう

や専門職
せんもんしょく

等
とう

による相談
そうだん

・助
じょ

言
げん

が得
え

られる体制
たいせい

づくりを行
おこな

った。

第
だい

10条
じょう

　道民
どうみん

等
とう

の理解
りかい

の促進
そくしん

（つづき）

障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こよう

の可能性
かのうせい

がある産業
さんぎょう

の業界関係者
ぎょうかいかんけいしゃ

にコーディネーター
こーでぃねーたー

を派
は

遣
けん

するなどして、障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こよう

の理解促進
りかいそくしん

を図
はか

った。
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○障
しょう

がい者
しゃ

の雇用拡大
こようかくだい

に向
む

けた社会機運
しゃかいきうん

の醸成
じょうせい

（つづき）

■ 保健福祉部
ほけんふくしぶ

経済部
けいざいぶ

○民間企業等
みんかんきぎょうとう

との協働事業
きょうどうじぎょう

■ 保健福祉部
ほけんふくしぶ

■

○企業等
きぎょうとう

の取組支援
とりくみしえん

■ 保健福祉部
ほけんふくしぶ

■

■

■

■

○優先調達
ゆうせんちょうたつ

の推進
すいしん

■ 保健福祉部
ほけんふくしぶ

労働政策協定
ろうどうせいさくきょうてい

に基
もと

づき北海道労働局
ほっかいどうろうどうきょく

及
およ

び独立行政法人
どくりつぎょうせいほうじん

高齢
こうれい

・障害
しょうがい

・求職
きゅうしょ

者雇用支援機構
くしゃこようしえんきこう

との共同
きょうどう

により、北海道教育庁
ほっかいどうきょういくちょう

と連携
れんけい

し、道内
どうない

の特別支
とくべつしえ

援学校1
んがっこう

7校
こう

において、企業
きぎょう

向
む

け見学会
けんがくかい

を開催
かいさい

し、企業
きぎょう

の障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こよう

へ

の意識
いしき

の醸成
じょうせい

を図
はか

った。

道
どう

及
およ

び指定法人
していほうじん

が企業
きぎょう

、経済団体
けいざいだんたい

及
およ

び関係機関等
かんけいきかんとう

に対
たい

し、企業認証制度
きぎょうにんしょうせいど

及
およ

びアクション
あくしょん

のPR
ぴーあーる

を行
おこな

うとともに、登録企業等
とうろくきぎょうとう

の取組
とりくみ

を道
どう

ホームペー
ほーむぺーじ

ジで公表
こうひょう

したほか、認証
にんしょう

の取得
しゅとく

を促進
そくしん

するための配慮措置
はいりょそち

の一
ひと

つであ

る、総合
そうごう

評価
ひょうか

競争入札
きょうそうにゅうさつ

を実施
じっし

した。

道
どう

や市町村
しちょうそん

が円滑
えんかつ

に発注
はっちゅう

できるよう指定法人
していほうじん

が優先調達
ゆうせんちょうたつ

の相談窓口
そうだんまどぐち

とな

るほか、専門
せんもん

コーディネーター
こーでぃねーたー

による効果的
こうかてき

なマッチング
まっちんぐ

の推進
すいしん

、専用
せんよう

ホームページ
ほーむぺーじ

「ナイスハートネット
ないすはーとねっと

北海道
ほっかいどう

」の機能充実
きのうじゅうじつ

など、授産事業
じゅさんじぎょう

の経営改善
けいえいかいぜん

や受注拡大等
じゅちゅうかくだいとう

の工賃向上
こうちんこうじょう

に向
む

け、共同受注
きょうどうじゅちゅう

システム
しすてむ

等
とう

の充
じゅ

実
うじつ

・強化
きょうか

を図
はか

った。

障害者就労施設等
しょうがいしゃしゅうろうしせつとう

の工賃水準
こうちんすいじゅん

の向上
こうじょう

を図
はか

るため、全
すべ

ての就労継続支援施
しゅうろうけいぞくしえんしせつ

設Ｂ型事業所
びーがたじぎょうしょ

に工賃向上計画
こうちんこうじょうけいかく

の策定
さくてい

を求
もと

め、指定法人
していほうじん

による就労支援業
しゅうろうしえんぎょう

務
む

を効果的
こうかてき

に推進
すいしん

した。

就労移行支援事業所
しゅうろういこうしえんじぎょうしょ

のサービス
さーびす

の質
しつ

の向上
こうじょう

を図
はか

るため、自己評価制度
じこひょうかせいど

に

よる評価
ひょうか

を実施
じっし

し、評価
ひょうか

結果
けっか

を公表
こうひょう

した。

全道
ぜんどう

１２箇所
かしょ

の障害者就業
しょうがいしゃしゅうぎょう

・生活支援
せいかつしえん

センター
せんたー

において、障
しょう

がい者
しゃ

の職
しょ

業生活
くぎょうせいかつ

における自立
じりつ

を図
はか

るための就業支援
しゅうぎょうしえん

や就業
しゅうぎょう

に伴
ともな

う日常生活
にちじょうせいかつ

、社会
しゃかい

生活上
せいかつじょう

の相談
そうだん

・支援
しえん

を行
おこな

った。

大型商業施設
おおがたしょうぎょうしせつ

（アリオ
ありお

札幌
さっぽろ

・イオン
いおん

苫小牧店
とまこまいてん

）での障害者就労施設等
しょうがいしゃしゅうろうしせつとう

の

製
せい

品
ひん

の販売
はんばい

イベント
いべんと

を実施
じっし

した。

コンビニエンスストアチェーン店
こんびにえんすすとあちぇーんてん

（セイコーマート
せいこーまーと

）のポイント
ぽいんと

交換
こうかん

ギ
ぎ

フトカタログ
ふとかたろぐ

で障害者就労施設等
しょうがいしゃしゅうろうしせつとう

の製品
せいひん

を取
と

り扱
あつか

うことにより、障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設等
しせつとう

の製品
せいひん

の販路拡大
はんろかくだい

を行
おこな

ったほか、道内書店
どうないしょてん

（株式会社三省堂
かぶしきがいしゃさんせいどう

書店
しょてん

）において、障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふくし

に対
たい

するより一層
いっそう

の理解
りかい

を深
ふか

めることを

目的
もくてき

に、「障
しょう

がい者
しゃ

理解促進
りかいそくしん

ブックフェア
ぶっくふぇあ

」を開催
かいさい

した。

障害者就労施設等
しょうがいしゃしゅうろうしせつとう

への官公需
かんこうじゅ

の発注促進
はっちゅうそくしん

のため、優先調達方針
ゆうせんちょうたつほうしん

を策定
さくてい

し

周知
しゅうち

を図
はか

るなどして、特定随意契約制度
とくていずいいけいやくせいど

の全庁的
ぜんちょうてき

な活用
かつよう

を推進
すいしん

した。
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○北海道病院事業
ほっかいどうびょういんじぎょう

■ 精神医療
せいしんいりょう

道立病院局
どうりつびょういんきょく

■ 精神科
せいしんか

リハビリテーション
りはびりてーしょん

■ 児童思春期精神医療
じどうししゅんきせいしんいりょう

■ 小児高度専門医療
しょうにこうどせんもんいりょう

○身体障害者扶助費
しんたいしょうがいしゃふじょひ

（更生医療
こうせいいりょう

）

■ 保健福祉部
ほけんふくしぶ

○バス利用促進等
りようそくしんとう

総合対策
そうごうたいさく

事業費
じぎょうひ

補助金
ほじょきん

■ 総合政策部
そうごうせいさくぶ

○交通安全施設等
こうつうあんぜんしせつとう

整備事業
せいびじぎょう

■ 建設部
けんせつぶ

○市町村
しちょうそん

地域生活
ちいきせいかつ

支援事業
しえんじぎょう

（移動支援事業
いどうしえんじぎょう

）

■

■

第
だい

12条
じょう

　医療
いりょう

とリハビリテーションの確保
かくほ

歩道
ほどう

のバリアフリー
ばりあふりー

化
か

や視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

用
よう

誘導
ゆうどう

ブロック
ぶろっく

の設置
せっち

を行
おこな

った。

市町村
しちょうそん

が実施
じっし

する、障
しょう

がい者
しゃ

が日常生活能力等
にちじょうせいかつのうりょくとう

の回復
かいふく

、向上
こうじょう

若
も

しくは獲
かく

得
とく

のために行
おこな

う医療
いりょう

の支給
しきゅう

に要
よう

する経費
けいひ

の一部
いちぶ

を負担
ふたん

することにより身
しん

体障
たいしょう

がい者
しゃ

福祉
ふくし

の向上
こうじょう

を図
はか

った。

道立病院
どうりつびょういん

として圏域
けんいき

における精神医療
せいしんいりょう

の中核的役割
ちゅうかくてきやくわり

を担
にな

っているほか、

訪
ほう

問看護
もんかいご

などにより社会復帰
しゃかいふっき

と在宅生活
ざいたくせいかつ

の支援
しえん

を行
おこな

った。

また、緑ヶ丘病院
みどりがおかびょういん

では精神科救急医療
せいしんかきゅうきゅういりょう

を中心的
ちゅうしんてき

に担
にな

う高規格
こうきかく

の精神科専
せいしんかせん

門
もん

病棟
びょうとう

として、スーパー
すーぱー

救急病棟
きゅうきゅうびょうとう

を運用
うんよう

した。

緑ヶ丘病院及
みどりがおかびょういんおよ

び向陽ヶ丘病院
こうようがおかびょういん

において、回復途上
かいふくとじょう

にある精神
せいしん

障
しょう

がい者
しゃ

の

円
えん

滑
かつ

な社会復帰
しゃかいふっき

を促進
そくしん

するため、精神科
せいしんか

デイケア
でいけあ

を実施
じっし

した。

緑ヶ丘病院
みどりがおかびょういん

において、先駆的
せんくてき

・専門的
せんもんてき

な児童
じどう

・思春期患者
ししゅんきかんじゃ

の外来医療
がいらいいりょう

を

提
てい

供
きょう

した。

子
こ

ども総合医療
そうごういりょう

・療育
りょういく

センター
せんたー

において、小児高度専門医療
しょうにこうどせんもんいりょう

と療育
りょういく

の一
いっ

体
たい

的
てき

な提供
ていきょう

のほか、ハイリスク
はいりすく

の胎児
たいじ

や新生児
しんせいじ

に対
たい

する周産期医療
しゅうさんきいりょう

、先
せ

天性
んてんせい

心臓疾患
しんぞうしっかん

に対
たい

する最先端医療
さいせんたんいりょう

、医療
いりょう

と療育
りょういく

が連携
れんけい

した医学的
いがくてき

リハビ
りはびりてー

リテーション
しょん

などの機能
きのう

を提供
ていきょう

した。

第
だい

13条
じょう

　移動手段
いどうしゅだん

の確保
かくほ

高齢者
こうれいしゃ

や障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

の利便性
りべんせい

や安全性向上
あんぜんせいこうじょう

のため、乗合
のりあい

バス事業者
じぎょうしゃ

が実
じっ

施
し

するノンステップバス
のんすてっぷばす

の導入
どうにゅう

に対
たい

して国
くに

と協調
きょうちょう

して助成
じょせい

を行
おこな

った。

各市町村
かくしちょうそん

においてサービス
さーびす

内容
ないよう

等
とう

に格差
かくさ

が生
しょう

じていることから、市町村
しちょうそん

に対
たい

し、サービス
さーびす

提供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せいび

や支給
しきゅう

基準
きじゅん

策定
さくてい

の助言
じょげん

を行
おこな

った。

屋外
おくがい

での移動
いどう

が困難
こんなん

な障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

の社会参加
しゃかいさんか

を促進
そくしん

するため、市町村
しちょうそん

の

移動支援事業
いどうしえんじぎょう

に対
たい

する助成
じょせい

を行
おこな

った。

保健福祉部
ほけんふくしぶ



○盲
もう

ろう者
しゃ

通訳
つうやく

・介助員
かいじょいん

派遣事業
はけんじぎょう

■ 保健福祉部
ほけんふくしぶ

○身体障害者
しんたいしょうがいしゃ

補助犬
ほじょけん

育成事業費
いくせいじぎょうひ

補助金
ほじょきん

■ 保健福祉部
ほけんふくしぶ

○特別支援教育
とくべつしえんきょういく

総合推進事業
そうごうすいしんじぎょう

■ 教育庁

■

○発達支援
はったつしえん

センター事業
じぎょう

■ 保健福祉部
ほけんふくしぶ

○私立幼稚園等
しりつようちえんとう

管理運営費
かんりうんえいひ

補助金
ほじょきん

■ 総務部
そうむぶ

○特別支援学校
とくべつしえんがっこう

における医療的
いりょうてき

ケア体制整備事業
たいせいせいびじぎょう

■ 教育庁
きょういくちょう

北海道盲導犬協会等
ほっかいどうもうどうけんきょうかいとう

に助成
じょせい

を行
おこな

い、身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

の就労
しゅうろう

や日常生活等
にちじょうせいかつとう

を

支
し

援
えん

する身体障害者
しんたいしょうがいしゃ

補助犬
ほじょけん

の育成
いくせい

や普及啓発等
ふきゅうけいはつとう

を支援
しえん

した。

第
だい

14条
じょう

　切
き

れ目
め

のない支援
しえん

各教育局
かくきょういくきょく

における特別支援連携協議会
とくべつしえんれんけいきょうぎかい

の開催
かいさい

や専門家
せんもんか

チームによる巡回
じゅんか

相談等
いそうだんとう

の取組
とりくみ

のほか、「特
とく

別
べつ

支援
しえん

教育
きょういく

充実
じゅうじつ

セミナー
せみなー

」を開催
かいさい

し、個別
こべつ

の

教育支援計画
きょういくしえんけいかく

の活用
かつよう

や関係機関
かんけいきかん

との連携推進
れんけいすいしん

を図
はか

った。

幼稚園
ようちえん

、小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

、高等学校
こうとうがっこう

の特別支援教育
とくべつしえんきょういく

コーディネーター
こーでぃねーたー

等
とう

を対
た

象
いしょう

にした「特別支援教育充実
とくべつしえんきょういくじゅうじつ

セミナー
せみなー

」(14会場
かいじょう

）、特別
とくべつ

支援
しえん

教育
きょういく

を担
た

当
んとう

する教員
きょういん

を対象
たいしょう

とした「特別支援教育基本
とくべつしえんきょういくきほん

セミナー
せみなー

」（14会場
かいじょう

）や進
しん

路
ろ

担当者
たんとうしゃ

等
とう

を対象
たいしょう

とした「特別支援教育進路指導協議会
とくべつしえんきょういくしんろしどうきょうぎかい

」（14会場
かいじょう

）を

開催
かいさい

した。

視覚
しかく

と聴覚
ちょうかく

の重複障
ちょうふくしょう

がいのある重度
じゅうど

の盲
もう

ろう者
しゃ

に対
たい

し、外出時
がいしゅつじ

の移動等
いどうとう

の際
さい

に支援
しえん

を行
おこな

う介助員
かいじょいん

を派遣
はけん

した。

第
だい

13条
じょう

　移動手段
いどうしゅだん

の確保
かくほ

（つづき）

発達
はったつ

の遅
おく

れや障
しょう

がいのある児童
じどう

とその家族
かぞく

が、身近
みぢか

な地域
ちいき

において適切
てきせつ

な相談支援等
そうだんしえんとう

を受
う

けることができるよう、市町村
しちょうそん

が実施
じっし

する子
こ

ども発達
はったつ

支援
しえん

センター
せんたー

への支援
しえん

を行
おこな

うとともに、地域
ちいき

の中核的
ちゅうかくてき

な施設
しせつ

として重層
じゅうそ

的
うてき

な地
ち

域支援
いきしえん

を行
おこな

う市町村
しちょうそん

中核
ちゅうかく

子
こ

ども発達支援
はったつしえん

センター
せんたー

を認定
にんてい

し、地域
ちいきれ

連携体制
んけいたいせい

の構築等
こうちくとう

を行
おこな

った。

第
だい

15条
じょう

　保健
ほけん

・福祉
ふくし

及
およ

び教育
きょういく

との連携
れんけい

特別支援教育
とくべつしえんきょういく

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るため、障
しょう

がいのある幼児
ようじ

の就園
しゅうえん

を受
う

け入
い

れて

いる私立幼稚園
しりつようちえん

に対
たい

して助成
じょせい

を行
おこな

った。

特別支援学校
とくべつしえんがっこう

に在籍
ざいせき

し医療的
いりょうてき

ケア
けあ

が必要
ひつよう

な児童生徒
じどうせいと

の教育機会
きょういくきかい

の確保
かくほ

を

図
はか

るため、非常勤看護師
ひじょうきんかんごし

を配置
はいち

するとともに、看護師
かんごし

や教員
きょういん

が必要
ひつよう

な知
ちし

識
き

・技能等
ぎのうとう

を習得
しゅうとく

するための研修会
けんしゅうかい

や医療的
いりょうてき

ケア
けあ

に精通
せいつう

した医師
いし

の学校
がっこう

への巡回
じゅんかい

相談
そうだん

を行
おこな

った。

18
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○地域
ちいき

子
こ

ども・子育
こそだ

て支援事業費
しえんじぎょうひ

補助金
ほじょきん

（放課後
ほうかご

児童
じどう

健全育成事業
けんぜんいくせいじぎょう

）

■ 保健福祉部
ほけんふくしぶ

○障
しょう

がい児
じ

等
とう

支援体制
しえんたいせい

整備事業
せいびじぎょう

■ 保健福祉部
ほけんふくしぶ

■

■

○道営住宅
どうえいじゅうたく

整備事業
せいびじぎょう

■ 建設部
けんせつぶ

○すべての人
ひと

にやさしいまちづくり推進事業
すいしんじぎょう

■ 保健福祉部
ほけんふくしぶ

○重層的
じゅうそうてき

支援体制構築
しえんたいせいこうちく

に向
むかい

けた都道府県
とどうふけん

後方支援事業
こうほうしえんじぎょう

■ 保健福祉部
ほけんふくしぶ

既存
きそん

の小学校
しょうがっこう

の余裕教室等
よゆうきょうしつとう

の改修等
かいしゅうとう

や必要
ひつよう

な設備
せつび

の整備
せいび

などの環境整備
かんきょうせいび

を行
おこな

うことにより、新
あら

たに放課後
ほうかご

児童
じどう

健全育成事業
けんぜんいくせいじぎょう

を実施
じっし

する放課後児
ほうかごじどう

童クラブ
くらぶ

の設置促進等
せっちそくしんとう

を図
はか

った。また、放課後
ほうかご

児童
じどう

健全
けんぜん

育成
いくせい

事業
じぎょう

を実施
じっし

する施
し

設
せつ

（放課後
ほうかご

児童
じどう

クラブ
くらぶ

）へのボランティア
ぼらんてぃあ

の派遣
はけん

や障
しょう

がい児
じ

受入
うけいれ

のための支援員
しえんいん

の確保等
かくほとう

を行
おこな

う事業
じぎょう

に対
たい

し助成
じょせい

を行
おこな

った。

第
だい

15条
じょう

　保健
ほけん

・福祉
ふくし

及
およ

び教育
きょういく

との連携
れんけい

（つづき）

障
しょう

がい児
じ

等
とう

支援
しえん

連携体制
れんけいたいせい

整備事業
せいびじぎょう

北海道教育庁
ほっかいどうきょういくちょう

と協働
きょうどう

し、地域
ちいき

での関係機関
かんけいきかん

の連携体制
れんけいたいせい

の整備
せいび

を推進
すいしん

し

た。

発達支援関係職員
はったつしえんかんけいしょくいん

実践研修事業
じっせんけんしゅうじぎょう

北海道教育庁
ほっかいどうきょういくちょう

と合同
ごうどう

で、14振興局
しんこうきょく

で教員
きょういん

・市町村職員等
しちょうそんしょくいんとう

を対象
たいしょう

に研修
けんしゅう

を

行
おこな

った。

難聴児等
なんちょうじとう

支援事業
しえんじぎょう

道立聾学校
どうりつろうがっこう

、市町村
しちょうそん

、関係機関等
かんけいきかんとう

と連携
れんけい

し、難聴児等
なんちょうじとう

の発達
はったつ

の促進
そくしん

を図
はか

るための取組
とりくみ

を行
おこな

った。

高齢者
こうれいしゃ

、障
しょう

がい者
しゃ

、妊産婦
にんさんぷ

をはじめ、全
すべ

ての人々
ひとびと

にとって利用
りよう

しやすい

建
たて

物
もの

とするため、道立施設
どうりつしせつ

のバリアフリー
ばりあふりー

化
か

等
とう

、必要
ひつよう

な改善整備
かいぜんせいび

を行
おこな

っ

た。

第
だい

16条
じょう

　高齢者施策等
こうれいしゃしさくとう

との連携
れんけい

新
あら

たに建設
けんせつ

する全
すべ

ての道営住宅
どうえいじゅうたく

について、ユニバーサルデザイン
ゆにばーさるでざいん

の視点
してん

に立
た

った整備
せいび

を実施
じっし

した。

市町村
しちょうそん

が実施
じっし

する対象者
たいしょうしゃ

の属性
ぞくせい

を問
と

わない相談支援等
そうだんしえんとう

を一体的
いったいてき

に行
おこな

う重
じゅ

層的支援体制整備事業
うそうてきしえんたいせいせいびじぎょう

の取組
とりくみ

を支援
しえん

するため、市町村内連携促進説明会
しちょうそんないれんけいそくしんせつめいかい

の開催
かいさい

、市町村間
しちょうそんかん

の情報共有
じょうほうきょうゆう

の場
ば

づくり、重層的
じゅうそうてき

支援
しえん

体制
たいせい

整備
せいび

人材
じんざい

養成
ようせい

研修
けんしゅう

を行
おこな

った。
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○児童家庭支援
じどうかていしえん

センター運営事業
うんえいじぎょう

■ 保健福祉部
ほけんふくしぶ

○発達障害者
はったつしょうがいしゃ

支援
しえん

センター運営事業
うんえいじぎょう

■ 保健福祉部
ほけんふくしぶ

○精神
せいしん

障
しょう

がい者
しゃ

家族相談員
かぞくそうだんいん

設置事業
せっちじぎょう

■ 保健福祉部
ほけんふくしぶ

○障
しょう

がい福祉計画等
ふくしけいかくとう

圏域
けんいき

連絡協議会
れんらくきょうぎかい

■ 保健福祉部
ほけんふくしぶ

２１障
しょう

がい福祉圏域
ふくしけんいき

ごとに設置
せっち

した、障
しょう

がい福祉計画等
ふくしけいかくとう

圏域
けんいき

連絡協議会
れんらくきょうぎかい

において、令和
れいわ

３年度
ねんど

から令和
れいわ

５年度
ねんど

までを計画期間
けいかくきかん

とする第
だい

６期
き

障
しょう

が

い福祉計画
ふくしけいかく

の推進管理
すいしんかんり

、市町村
しちょうそん

障害福祉計画
しょうがいふくしけいかく

の推進調整
すいしんちょうせい

及
およ

び圏域調整
けんいきちょうせい

並
なら

びに地域
ちいき

づくり委員会
いいんかい

に提案
ていあん

する施策上
しさくじょう

の課題
かだい

について協議
きょうぎ

を行
おこな

った。

精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

家族相談員
かぞくそうだんいん

を設置
せっち

し、精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

及
およ

びその家族等
かぞくとう

からの

相談
そうだん

に応
おう

じ、必要
ひつよう

な指導
しどう

、助言
じょげん

を行
おこな

った。

第
だい

18条
じょう

　地域間格差
ちいきかんかくさ

の是正等
ぜせいとう

第
だい

17条
じょう

　障
しょう

がい者
しゃ

の家族
かぞく

に対
たい

する配慮
はいりょ

地域
ちいき

に密着
みっちゃく

した相談
そうだん

・支援体制
しえんたいせい

を強化
きょうか

するため、児童
じどう

や家庭
かてい

に対
たい

する各
かく

般
はん

の問題
もんだい

につき、児童
じどう

、家庭
かてい

、地域住民
ちいきじゅうみん

などからの相談
そうだん

に応
おう

じ、必要
ひつよう

な

助言
じょげん

を行
おこな

うとともに、保護
ほご

を要
よう

する児童
じどう

やその保護者
ほごしゃ

に対
たい

する指導
しどう

及
およ

び

児童相談所等
じどうそうだんじょとう

との連携
れんけい

・連絡調整
れんらくちょうせい

を総合的
そうごうてき

に行
おこな

った。また、必要
ひつよう

に応
おう

じ

心理療法等
しんりりょうほうとう

を通
つう

じて、子
こ

どもの心理的側面
しんりてきそくめん

からのアプローチ
あぷろーち

を行
おこな

った。

発達障害者
はったつしょうがいしゃ

支援
しえん

（地域
ちいき

）センター
せんたー

を委託運営
いたくうんえい

し、発達障
はったつしょう

がい者
しゃ

及
およ

びその

家族
かぞく

に対
たい

し、相談
そうだん

・情報提供等
じょうほうていきょうとう

の専門的支援
せんもんてきしえん

を行
おこな

うとともに、各地域
かくちいき

に

おける市町村
しちょうそん

及
およ

び関係機関
かんけいきかん

の体制整備
たいせいせいび

に対
たい

する支援
しえん

を行
おこな

った。


